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運転に必要な身体機能や運転能力の確認をするための教習です 

◆ 約３時間の教習で教習所指導員が親切に助言・指導します 

◆ 付き添いで、ご家族の見学もできます 

◆ 運転免許更新時の｢高齢者講習｣が免除されるものではありません 

※ 講習の「電話予約」やお問い合わせは、 

滋賀県警察本部 交通企画課 ふれあいチームまで  

☎077－522－1231（代表）  
「受付時間 平日の8：30～17：00」 
   

◆教習日程 平成２９年５月～平成２９年１１月までの間 

      ※ 教習は下記日程の中から 1 日（約３時間）のみです。 

◆教習場所 彦根自動車学校・近江八幡自動車教習所・ 

アヤハ自動車教習所「栗東校」・八日市自動車教習所 
 

 

◆受講対象 65 歳以上の高齢ドライバー 

 

 彦根自動車学校 近江八幡教習所  アヤハ教習所栗東校 八日市教習所

　　　　　５月　１７日（水）

　　　　　　　９：１０～

　　　　　６月　２２日（木）

　　　　　　　９：００～

　　　　　６月　２９日（木）

　　　　　　　９：３０～

　　　　　６月　１３日（火）

　　　　　　　９：００～

　　　　　７月　　５日（水）

　　　　　　　９：１０～

　　　　　７月　２０日（木）

　　　　　　　９：００～

　　　　　９月　２１日（木）

　　　　　　　９：３０～

　　　　　７月　１１日（火）

　　　　　　　９：００～

　　　　　９月　２７日（水）

　　　　　　　９：１０～

　　　　１０月　２６日（木）

　　　　　　　９：００～

　　　　１０月　１９日（木）

　　　　　　　９：３０～

　　　　　９月　１２日（火）

　　　　　　　９：００～

　　　　１１月　１８日（土）

　　　　　　　９：１０～

　　　　１１月　３０日（木）

　　　　　　　９：００～

　　　　１１月　　２日（木）

　　　　　　　９：３０～

　　　　１０月　１０日（火）

　　　　　　　９：００～

※ 教習の開催日時は、都合により変更となる場合があります。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設の窓口に掲示するなど、必要な方々にご覧いただけるようご協力ください。 
ＦＡＸ配信からインターネットのＥ-ｍａｉｌ配信に変更のご希望があれば、 

下記にご連絡ください。 また、県警ＨＰでもご覧いただけます。 
滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室 ふれあいチーム 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

    
 
 

 

 

 

 

「喉の調子が悪くて声がおかしい。」 

「上司がお金を肩代わりしてくれたから、お金を 

準備してほしい。」 

「還付金の手続き期限が過ぎています。」 

「すぐに携帯電話とキャッシュカードを持って、 

量販店の ATM へ行ってください。」 

「銀行員がキャッシュカードを取りに行きます。」 

 大型連休を行楽やレジャー、帰省などで楽しまれる方も多いと思います。 
 普段とは違う交通状況で、安全に事故なく過ごすために、出発前の準備を

万全にして気持ちに余裕を持って出かけましょう。 

燃料、ブレーキ装置、ライト、方向指示器

などの装備の点検を行いましょう。 
車が故障した場合に備えて、停止標示板、

発煙筒を準備しましょう。 
 

ゴールデンウィーク中は、どこの道路も

混雑が予想されます。 
イライラや焦りは事故の原因となります。 
ゆとりある計画を立て、気持ちに余裕を

持って運転しましょう。    


